
３
つ
の
ポ
イ
ン
ト
が
重
要

　
「
生
前
贈
与
に
つ
い
て
は
、２
０
２
３

年
度
に
増
税
と
減
税
の
両
方
で
税
制
改

正
が
行
わ
れ
た
た
め
、対
応
に
注
意
が
必

要
で
す
」。そ
う
話
す
の
は
、大
家
さ
ん
専

門
税
務
に
携
わ
っ
て
き
た
ｗ
ｉ
ｓ
ｈ
会
計

事
務
所
の
小
林
直
樹
代
表
だ
。

　

小
林
代
表
に
よ
れ
ば
、相
続
対
策
で
は

①
遺
産
の
分
割
計
画
、②
納
税
資
金
の
確

保
、③
節
税
が
重
要
だ
と
い
う
。「
こ
の
た

め
、死
亡
日
以
前
３
年
間
だ
っ
た
生
前
贈

与
加
算
の
期
間
が
、24
年
１
月
１
日
以
降

７
年
間
に
延
長
さ
れ
た
改
正
は
大
き
な

ポ
イ
ン
ト
で
す
。経
過
措
置
は
あ
る
も
の

の
、生
前
贈
与
が
や
り
づ
ら
く
な
る
と
い

う
こ
と
で
す
」。ま
ず
は
、遺
言
な
ど
に
よ

る
遺
産
分
割
計
画
や
納
税
資
金
の
確
保

な
ど
の
相
続
対
策
が
重
要
で
、し
か
も
早

め
に
行
動
を
起
こ
す
の
が
大
事
と
の
こ
と
。

　

一
方
、毎
年
１
１
０
万
円
ま
で
は
相
続

時
精
算
課
税
贈
与
の
加
算
対
象
か
ら
外

れ
た
た
め
、「
暦
年
贈
与

は
若
い
う
ち
に
行
い
加

算
の
対
象
期
間
か
ら
外

し
、年
齢
を
重
ね
た
後
は

精
算
課
税
の
１
１
０
万

円
の
枠
を
活
用
す
る
対

策
も
考
え
ら
れ
ま
す
。な

お
、有
効
な
対
策
は
個
々

の
状
況
で
変
わ
る
た
め
、

ま
ず
は
専
門
家
に
相
談

を
」と
小
林
代
表
は
ア
ド

バ
イ
ス
す
る
。

2023年度は生前贈与で大きな税制改正
個々に合った対策は専門家に相談を
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